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みちのく銀行事件（最高裁平成１２年９月７日第一小法廷判決） 

‣概要 

労組（従業員の 73％が加入）の同意を得て行われた賃金制度が見直され、特定の労働者が管理職の肩書き

を失い、賃金を減額された事例で、第四銀行事件までの最高裁判決の考え方を踏襲し、就業規則の変更は合

理的なものということはできず、就業規則等変更のうち賃金減額の効果を有する部分は、不利益を受ける労

働者らにその効力を及ぼすことができないとした。 

事案の概要 

‣事案の概要 

判決の要旨 

Ｘら６名（少数組合の組合員でいずれも当時５５歳以上の管理職・監督職階にあった）は、60歳定年制を

採用していた東北地方の中位行Ｙの銀行員であった。Ｙは賃金制度の２度わたる見直しを行う際に、労

組（従業員の 73％が加入）の同意は得たが、少数組合の同意を得ないまま実施した。この変更に基づい

て、専任職発令がＸらに出され、Ｘらは管理職の肩書きを失うとともに賃金が減額した。Ｘらは、本件就

業規則の変更は、同意をしていないＸらには効力が及ばないとして、専任職への辞令及び専任職として

の給与辞令の各発令の無効確認、従前の賃金支払を受ける労働契約上の地位にあることの確認並びに

差額賃金の支払を請求する訴えを起こした。 

〈新たな就業規則の作成又は変更によって労働者の既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一

方的に課することは、原則として許されない。しかし、労働条件の集合的処理、特にその統一的かつ画一

的な決定を建前とする就業規則の性質からいって、当該規則条項が合理的なものである限り、個々の労

働者において、これに同意しないことを理由として、その適用を拒むことは許されない。そして、当該規則

条項が合理的なものであるとは、当該就業規則の作成又は変更が、その必要性及び内容の両面からみ

て、それによって労働者が被ることになる不利益の程度を考慮しても、なお当該労使関係における当該

条項の法的規範性を是認することができるだけの合理性を有するものであることをいい、特に、賃金、退

職金など労働者にとって重要な権利、労働条件に関し実質的な不利益を及ぼす就業規則の作成又は変更

については、当該条項が、そのような不利益を労働者に法的に受忍させることを許容することができる

だけの高度の必要性に基づいた合理的な内容のものである場合において、その効力を生ずるものという

べきである。右の合理性の有無は、具体的には、就業規則の変更によって労働者が被る不利益の程度、使

用者側の変更の必要性の内容・程度、変更後の就業規則の内容自体の相当性、代償措置その他関連する

他の労働条件の改善状況、労働組合等との交渉の経緯、他の労働組合又は他の従業員の対応、同種事項

に関する我が国社会における一般的状況等を総合考慮して判断すべきである。〉以上は、当裁判所の判

例〈第四銀行事件等〉の趣旨とするところである。 

〈他の地銀では従来定年年齢がＹよりも低かったこと、Ｙの経営効率を示す諸指標が全国の地銀の中で下

位を低迷していたこと、金融機関間の競争が進展しつつあったこと等を考慮した上で、〉本件就業規則等

変更は、Ｙにとって、高度の経営上の必要性があったということができる。 

本件就業規則等変更は、〈中略〉これに伴う賃金の減額を除けば、その対象となる行員に格別の不利益を

与えるものとは認められない。したがって、本件就業規則等変更は、職階及び役職制度の変更に限ってみ

れば、その合理性を認めることが相当である。 


